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主 要 判 決 紹 介 ・ 解 説
≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（第５世代分割出願における分割要件違反により、第７世代の特許が、原出願
公開公報により新規性欠如の無効理由を有すると判断された。）［上］（全２回）

−令和６年（行ケ）第10086号【車両誘導システム】事件＜本多裁判長＞、令和７年９月８日判決言渡−

【本判決の要旨、若干の考察】

１．事案の概要
第４世代当初明細書等には、車両誘導システムの発明において、①ＥＴＣを利用できない車両が
ＥＴＣ車専用レーンに進入した場合に、当該車両を、分岐レーンを走行させて戻すという事項、及び、
②戻す対象となる車両は、ＥＴＣ車載器と路側アンテナとの無線通信が可能か否かにより判定すると
いう事項が、必要不可欠な構成として記載されており、上記①及び②を必須の構成としない技術思想は、
開示されていない。
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